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今年も本格的な渡り鳥の飛来シーズン前に、全国一斉に飼養衛生管理基準の遵守

状況の確認を行いました。 

昨シーズン国内鳥インフルエンザの発生農場がなかったため、危機感が薄れてい

る、大型の台風が相次ぎ鶏舎などの破損の修繕が追い付いていない、などの農場が見

受けられました。また国から、飼養衛生管理基準の各チェック項目に対し具体的な確

認事項が示され、昨年度に比べ飼養衛生管理基準を遵守できていない農場数は増え

ました。 

各項目の未達成箇所については、出来るところから、農場に併せた方法で早急

に改善し、今シーズンも鳥インフルエンザウイルスの侵入を防ぎましょう。 

各農場に合う改善方法等について、わからないことがありましたらいつでも当所

までご連絡ください。 
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家きん舎 

農場内 

農場外：汚染区域 

（ブラックゾーン） 

 様々な人や車が行きかう

ため汚染されている 

どうすれば 

農場に病原体

を持ち込まな

いか？ 

でも野生動物の侵入や

野鳥の糞の落下は防げ

ない！ 

どうすればよいか？ 

農場内：汚染区域（グレーゾーン） 

農場内に病原体を持ち込みたくない！ 

 ●人や車両の出入時の消毒 

   ⇒人：靴底用の踏込み消毒槽、 

手指消毒、着替え 

   ⇒車両の車体やタイヤ: 

      動力噴霧器で洗浄消毒 

家きん舎内：非汚染区域 

（ホワイトゾーン） 

農場内に潜む病原体を鶏舎内に持ち込ま
ず、非汚染区域に保ちたい。 

 ●人や器具機材などの出入時の消毒 

   ⇒人：鶏舎毎の靴の設置・履替、

手指の洗浄又消毒 

   ⇒使用器具・機材  

     ：重機（集糞機）を含め、 

消毒後家きん舎に持ち込む 

農場外 


